
差別に気づいた！わたしから、わたしたちの平等へ。 

「女性差別撤廃条約」リテラシーUPプロジェクト 

声を「集める」ワークショップ 2021年 2月 13日開催／報告書 

 

特定非営利活動法人 参画プラネット 

１ テーマ 

「女性差別撤廃条約」リテラシーUP プロジェクト 声を「集める」ワークショップ in 練馬／オンライン 

 

２ 企画趣旨 

「女性差別撤廃条約」に関するリーガルリテラシーを高め、ジェンダー平等な社会を実現することをめざし、

参画プラネットは、①学ぶ、②集める、③拡げるという枠組みで「女性差別撤廃条約」リテラシーUP プロジェ

クトを展開中です。 

このたびの企画は、上記の「②集める」ことを目的としています。具体的には、「女性差別撤廃条約」を「①学

ぶ」ための学習プログラムを基盤として、声を集める（モニタリング）ためのワークショップです。 

 

３ 開催概要 

日時：2021 年 2 月 13 日（日）午後 2 時から 4 時（120 分） 

会場：練馬区立男女共同参画センター えーる／オンライン（Zoom） 

参加費：無料  

参加者数：23 人（女性：22 人、男性：1 人） 

講師：「女性差別撤廃条約」コーディネーター／渋谷典子（NPO 法人参画プラネット代表理事）、重原惇子（同法

人常任理事） 

ファシリテーター：「女性差別撤廃条約」コーディネーター／林やすこ（同法人常任理事・事務局長）、明石雅世

（同法人常任理事）、伊藤静香（同法人常任理事） 

主催：練馬区立男女共同参画センター えーる（主催講座として実施／チラシを添付します） 

助成：赤松良子ジェンダー平等助成金（期間：2019 年 7 月 1 日～2021 年 6 月 30 日） 

 

４ ワークショップの内容 

時刻 内容 担当 

14：00 

～14：05 

（5 分） 

開会挨拶 

練馬区立男女共同参画センター えーる ご担当者より 

司会：重原 

 

14：05 

～14：30 

（25 分） 

第一部：講義／リーガルリテラシーUP 

はじめに：参加者一人ひとりに「法は…」をテーマに、チャットに書き込

みをしてもらい、紹介。 

講義内容 

（１）「法」とは何か？ 

（２）「法」の目的は？ 

（３）「法」の体系・種類 

講師：渋谷、重原 

14：30 

～15：15 

（45 分） 

第二部：講義とワーク／「女性差別撤廃条約」リテラシーUP 

（１）女性差別とは？ 

（２）女性差別撤廃条約を学ぶ！ 

（３）個人ワーク 

講義と同時並行して、「女性差別撤廃条約」リテラシーUP ワークシート

講師：渋谷、重原 

ファシリテータ

ー：林、明石、伊

藤 



（以下、ワークシート）の気になる言葉に線を引いてもらう個人ワークを

実施。 

（４）グループワークと発表 

「何を読み取ったか」についてワークシートをシェアし、「女性差別撤廃

条約」への理解を促進。グループごとに、シェアした内容を発表し、「女

性差別撤廃条約」を法的な視点から読み解く。 

15：15 

～15：55 

（40 分） 

第三部：講義とワーク／リーガルマインド UP 

（１）リーガルマインドとは？ 

（２）個人ワーク 

「女性差別撤廃条約」リテラシーUP 情報シート（以下、情報シート）を

読みこみ、「女性差別撤廃条約」の条文へあてはめてみる。＜情報シート

は、森喜朗氏の発言「女性がたくさん入っている会議は時間がかかる」

（2021 年 2 月 3 日）がテーマ＞ 

（３）グループワークと発表 

個人ワークの内容をもとに、グループで話し合い発表する。 

第四部：今後に向けて 

今後に向けて：参加者一人ひとりに「法は…」をテーマに、チャットに書

き込みをしてもらい、紹介。 

講師：渋谷、重原 

ファシリテータ

ー：林、明石、伊

藤 

15：55 

～16：00 

（5 分） 

閉会挨拶 

練馬区立男女共同参画センター えーる ご担当者より 

司会：重原 

 

 

５ 成果と課題 

（１）主催者「えーる」からのご協力をもとに開催 

このたびの声を「集める」ワークショップは、練馬区立男女共同参画センター えーるの主催講座として実施す

ることができました。広報・当日の運営・オンラインのサポート等について心のこもったご対応をしてくださっ

たエールのご担当者の方々に、感謝しております。こうした連携がさまざまな地域で生まれることで、「女性差別

撤廃条約」の理念が日本全国へと拡がることを実感しています。 

主催者が実施してくださったアンケートによれば、参加者は、30 代から 70 代以上と幅広く、Zoom を活用し

たオンライン講座で主体的に学ぼうとする姿が印象的でした。参加動機（複数回答）は、「女性差別について学び

たかったから」および「オンラインの開催だったから」が 63.6％を占めており、関心の高さがうかがえました。

また、満足度も、「満足」（54.5％）および「おおむね満足」（36.4％）と高い数値となっていました。 

 

（２）情報シートについて 

 第三部で活用した「情報シート」では、森喜朗氏の発言「女性がたくさん入っている会議は時間がかかる」（2021

年 2 月 3 日）をテーマに取り上げました。その結果、参加者から、下記のようなコメントが届いています。 

・森喜朗氏の「女性がたくさん入っている会議は時間がかかる」発言を、グループで深堀出来たのは有意義だっ

た。法との関係で学べたのもよかった。 

・今回は森発言がいかに条約に抵触しているかを考えましたが、別の問題（今たくさんの問題がある）でも考え

てみたいと思いました。 

・森会長のみならず、いろんな場でのいろんな女性蔑視ととらえられる発言にもやもやした鬱憤を感じていまし

たが、国際法違反と聞くとすっきりします。 

 

（３）「法は…」（ワークショップの内容：アンダーラインの部分）について（添付資料をご参照ください） 

 オンラインで開催した今回は、チャットへの書込み方式で、「法は…」を実施しました。 



資料１：「法は…」の変化について 

 

資料２：チラシ（練馬区立男女共同参画センター えーる作成）について 

 

 


